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研究要旨：  

本分担研究では、本研究分担研究 2 で作成した「製造業における高年齢労働者の労働

災害予防対策指針」について、外部評価を実施し、その質や適用、実行可能性について

検討した。 

本邦の従業員 1,000 名以上の製造業事業所（705 事業所）に対して、web アンケー

トを実施した。新型コロナ感染症流行の影響もあり、回答率は 8.7％と低かった。本

推奨の質の高さについては、60～70％が高いという回答に留まった。この理由とし

て、本領域の文献を含めたエビデンスが少ないことが挙げられる。特に、ガイドライ

ンや指針のエビデンスの根拠となる無作為化臨床試験（RCT）がこの領域ではほとん

ど実施されていないことが反映される結果となった。しかしながら、推奨レベルはエ

ビデンスの強さをもとに、益と害を考慮し、その実施の可能性などを含めて決定して

いる。本指針の推奨レベルは概ね 90％前後と高い結果であり、産業医や産業保健職な

どの経験から照らしても産業現場で受け入れやすいと考えられた。 

本外部評価結果をもとに、文言の修正を含めたブラッシュアップを経て本指針の完

成版ならびに労災予防対策案を公表した（分担研究 4、5）。 
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A. 研究の背景と目的

わが国では労働人口の高齢化が急速に

進んでおり、高年齢労働者の労働災害

（労働災害）が若年労働者に比べて増加

傾向にある。労働災害の大部分は労働者

の「不安全行動」に起因するが、加齢に

伴う心身機能の低下も重要な要因であ

り、視力低下・筋力低下・バランス能力

低下などにより、危険回避行動の遅れや

転倒・転落などを生じている。また、高

年齢労働者は、若年労働者に比べ

て被災した場合にその程度が重く

なる傾向があり、長期にわたる休業

を余儀なくされている。そのため、高年

齢労働者の労働災害を防止するための対

策が喫緊の課題である。 

研究代表者は、労働災害疾病臨床研究

「中高年齢労働者の体力増進のための予

防的リハビリテーションの産業保健への

応用に関する研究（平成 27～29 年度）」

において、加齢による中高年齢労働者の

身体機能の低下に対して、産業現場で活

用可能な運動療法の技法やシステムに関

する文献調査と実態調査を行った。そし

て、職場で実施できる身体能力向上の技

法やシステムの提案を行い、本研究と関

連する文献の一部を既に収集しデータベ

ース化している。また、日本リハ医学会

理事として、「脳卒中治療ガイドライン

（GL）」「がんのリハ診療 GL」「リハ医療

における安全管理・推進のための GL」の

策定・改訂作業に携わっており、GL 作成

の国際標準である GRADE（Grading of
Recommendations, Assessment,
Development and Evaluation）システ

ムに基づくエビデンスの構築を進めてい

る。 

本研究全体では、製造業における高年

齢労働者の身体的特有の労働災害のリス

ク要因を同定し、労働災害防止対策を作

成することを目的に、1．文献調査、2．
労働災害防止対策立案、3．外部評価にて

対策案の実行性と適用を検討し、4．対策

の最終決定、5．情報公開を行う。文献調

査～対策立案までのプロセスを上述の

GRADE システムによる GL 作成手順に

準拠して作業を進める。すなわち、労働

災害防止対策案作成グループ（GL グルー

プ）とシステマティックレビューチーム

（SR チーム）に研究班を組織すること

で、作成プロセスの普遍化・透明化を図

る。 

本分担研究では昨年度までの本研究で

作成した「製造業における高年齢労働者の

労働災害予防対策指針」に対する外部評価

を実施し、その対策案の実行性と適用性を

検討する。 

B. 方法

分担研究 2 で作成した労災防止対策案

（指針）について、その質や適用、実行可

能性について、従業員 1,000 名以上の製造

業事業所の産業医・産業保健スタッフに外

部評価を依頼した。 

具体的には、web アンケートを実施した。

郵送により対象事業所に上記指針と依頼

書（web アンケート用 QR コード含む）を

送付する。なお、対象とする事業所は、申

請者が代表である労災疾病臨床研究「中高

年齢労働者の体力増進のための予防的リ

ハビリテーションの産業保健への応用に

関する研究（平成 27～29 年度）」において、

全国実態調査を実施した対象事業所リス



ト（従業員 1,000 名以上、約 3 千事業所）

の情報を更新し、その中から製造業事業所

（約千事業所）を抽出し選定した。

C．結果 

アンケート送付事業所数は705社であ

り、そのうち62社より回答があった

（回答率8.7％）。回答者の内訳は、産

業医が93％、安全衛生担当者が2％、そ

の他（保健師を含む）が5％であった。

各指針の質や推奨に対する回答は下記

の通りである。 

●KQ1

●KQ2



●KQ3

●KQ4

以上、質の評価において、5～7 の「質

が高い」と判断した回答は、KQ1＝
73％、KQ2=72％、KQ3=65％、

KQ4=60％と概ね良好であった。また、

条件付きを含めた推奨においては、KQ1
＝91％、KQ2=89％、KQ3=89％、

KQ4=86％と、高い肯定的回答であっ

た。 

D. 考察

本アンケートへの回答率は、残念なが

ら 10％を割り込む低いレベルにとどまっ

た。本研究分担者が関与したアンケート

調査では、過去 20％前後であったが、新

型コロナ感染症流行下にあってその影響

を少なからず受けたことが考えられた。 



本推奨の質の高さについて、60～70％
が高いという評価に留まったが、この理

由として、本領域の文献を含めたエビデ

ンスが少ないことが挙げられる。特に、

ガイドラインや指針のエビデンスの根拠

となる無作為化臨床試験（RCT）がこの

領域ではほとんど実施されていないこと

が反映される結果となった。しかしなが

ら、推奨レベルはエビデンスの強さをも

とに、益と害を考慮し、その実施の可能

性などを含めて決定している。本指針の

推奨レベルは概ね 90％前後と高い結果で

あり、産業医や産業保健職などの経験か

ら照らしても産業現場で受け入れやすい

との評価であった（別紙資料）。 

本外部評価結果をもとに、文言の修正

を含めたブラッシュアップを経て本指針

の完成版ならびに労災予防対策案を公表

する（分担研究 4、5）。

E. 研究発表

論文発表 
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製造業における高年齢労働者の転倒
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製造業における高年齢労働者の転倒災害予防に関する指針の作成

松 垣 竜太郎＊1, 松 田 晋 哉＊）， 佐 伯 覚＊
2

製造業における労働災害の発生件数 は 滅少傾向にあるが，転倒に関連する労働災害（転倒災害）の発生件数
は滅少していないその背景には高年齢労働者数の増加 ， 雇用者に占める高年齢労働者比率の増加が影響してい
ると考えられ， 高年齢労働者の転倒災害発生予防に関する指針の 作成が必要である ． 今回 ， 文献検索結果を基に製
造業における高年齢労働者の転倒災害予防に関するkey question (KQ) を作成し，文献検索を基に各KQに対す
る指針案を作成した本指針案は従来から行われている環境因子に対する予防戦略と同時に， 労働者の身体機能

（個人因子）に対する運動介入を中心とした戦略 を併用することの必要性を示した内容であり，本指針（暫定版）
を活用した転倒災害予防 活動の進展が期待される ． 今後は製造業 事業所に在籍する産業保健スタッフを対象に本
指針案の有用性に関する外部調査を行い，その後エキスパー トパネルディスカッションを通して指針の完成 を
目指す ．

キ ー ワー ド：製造業高年齢労働者労働災害転倒

1 はじめに
令和元年度の死傷災害発生件数 は125,611件であり，う

ち21.4% (26,873件）を製造業が 占めるり製造業におけ
る 死傷 災 害 の 内訳を事故型別 に見ると ． そ の 18.9%
(5,070 /26,873件）が転倒に関連する労働災害（転倒災
害）である（図!).

転倒災害（全産業）の発生率（死傷 年千人率：「労働者
死傷病報告」による死偽災害発生状況確定値l) と労働力
調査2)における屈用者数から算出）を年代別にみると ． 最
も少ない20歳代の 0.17に対して 60歳以上の高年齢労働
者は1.16と約7倍に相当するあわせて ， 製造業における
労働災害の発生率 をみても． 30歳代の2.13に対して 60歳
以上の高年齢労働者 は4.06と約2倍に相当し2

,
3

) ， 加齢と転
倒災害 をはじめとする労働災害の 関連が示唆される ．

産業保健活動の発展 ． 職場環境の改善などにより 製造
業における死傷災害の発生件数は減少傾向にある（平成
11 年と比較して令和元年では38.9％減）が． 転倒災害に
関して死傷災害発生件数は大きくは変わらない（図2).
このことは． 少子高齢化に伴う高年齢労働者数の増加 ， 屈
用者に占める高年齢労働者比率の増加を反映している可
能性が ある ． 今後転倒災害発生件数の減少 を目指すには
従来から行なわれてきた予防策を継続するとともに， 高
年齢労働者の転倒災害発生予防に関する指針 を作成する

ことが喫緊の課題である．
今回我々は文献検索を甚に． 製造業における高年齢労

働者の転倒災害予防に関するkey question (KQ)を作成
し ． 文献検索を基に各KQに対する推奨案を作成したの
でここに報告する ．
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厚生労動省：令和元年度労働災害発生状況（確定値）より作成
図l 製造業における事故型別死偏災害発生状況

一転倒災宙 ■全災害

Hll Hl6 H21 H26 H31/RI 
ほ生労Ill省：令和元年度労紺災苔免生状況（確定恒）より作成

図2 製造業における死傷災害発生件数の推移

2 方法
1)指針作成の概要

本邦の労働災害の現状とその特徴および転倒災害の
要因について現状 を取りまとめ， ガイドラインスコ ー プ

作成の過程で分析的枠組み を定義し ，それ を基にしてKey

【別紙資料 】 
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